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2017年 09月 27日：平成 29年９月定例会

（第２日目） 本文 

◯７番（堀  努君） 当選してから初め

ての質問となります。市民の声を市政には

っきりと反映させるべく、はりきってまい

りますので、何とぞよろしくお願いしま

す。 

 それでは、通告に従いまして、大項目、

世界に輝く静岡の実現について伺います。 

 初めに、中項目、市長の理想とする都市

の姿について質問します。 

 今、静岡市政は、難しいかじ取りを迫ら

れております。長年塩漬け状態だった重要

案件が具体的に動き出したからです。清水

区に目を向けてみますと、例えば、16年以

上前から検討されてきた桜ヶ丘病院移転の

件、老朽化や震災対応に伴う清水庁舎移転

の件、ＪＸＴＧによるＬＮＧ火力発電計画

の件など、難しい行政課題がめじろ押しで

す。 

 一方で、現在、清水区は絶好のチャンス

が到来しております。2013年には三保松原

が世界文化遺産に登録され、世界に誇れる

地域資源に気づかされました。また、2016

年に日本平の夜景が日本夜景遺産に認定さ

れたのを追い風に、2018年度中には日本平

山頂に展望回廊を静岡市が整備します。そ

して、ことし７月、国土交通省により、清

水港日の出埠頭が国際旅客船拠点形成港湾

に認定されました。清水港客船誘致委員会

による長年にわたる努力の成果もあり、

2017年度のクルーズ船寄港数は 50隻にま

でふえて、今後、新たに旅客ターミナルが

建設されると、より多くの外国人観光客が

清水港に訪れることでしょう。さらには、

2019年度には中部横断自動車道が開通し、

山梨県や長野県側との縦のラインが強化さ

れることで、物流拠点としての清水区のポ

テンシャルがさらに高まることとなりま

す。 

 そうした激動の時代のうねりの中、田辺

市長は首長として、かじ取りを誤ることな

く、清水区だけでなく静岡市全体を導いて

いかなければなりません。産業構造の転換

の必要性は、誰もが感じているところであ

ります。このまま手をこまねいているわけ

にはいきません。現状を打破するために

は、中長期的な静岡市の都市ビジョンを、

田辺市長が常日ごろ言う、鳥の眼、虫の眼

で市民に示す采配を振るっていただかなけ

ればなりません。 

 さて、静岡市は清水区において、目指す

都市ビジョンを市民の方々に御理解いただ

くため、ことしの２月から３月まで清水区

８会場において、まちなかタウンミーティ

ングを開催しました。私も市民の一人とし

て参加しましたが、会場内は、静岡市や田

辺市長に対して、一部の方から大声での罵

詈雑言が響き渡り、司会者や市職員が動揺

して萎縮してしまう異様な状況でした。こ

れでは、田辺市長の清水に対する情熱、信

念、判断力は十分に市民に伝わらなかった

ことでしょう。今の清水区民は、田辺市政

に対して、不安と期待の入りまじった、ど

ちらかというとネガティブな感情を抱いて

いる印象を受けます。 

 私は以前、田辺市長に、政治とは何か、

そう問われました。答えられない私に対

し、田辺市長はおっしゃいました。政治と

は、対立する意見や利益を調整すること

で、最善の結果を導き出し、問題を解決す

ることである。 

 お互いの立場によって正しさの定義は違

うわけでありますから、たとえ大局的な見

地と中長期的なビジョンで最大公約数を導
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き出したとしても、双方から 100％の満足

感は得られず、調整役としての政治家に対

して、少なからず不満が残ることとなりま

す。それでも田辺市長には、ぶれずに自分

の信念に基づき、この難局に挑んでいただ

かなければなりません。住民の声にしっか

りと耳を傾け、そして前進していかなけれ

ば、静岡市の希望の光はここでついえてし

まいます。 

 田辺市長は、平成３年第５回定例会にお

いて、市議会議員として初登壇され、当時

は実現困難だと思われていた政令指定都市

をテーマに質問されました。その中で、静

岡市が将来にわたり目指す都市ビジョンと

して、大都市の活力とにぎやかさにあふ

れ、経済的に勢いがある一方、山、川、海

に囲まれたすばらしい自然環境を保全し

た、いわば文明と自然が完全に調和した、

世界中から人が集まる都市にしていきたい

と訴えました。 

 そこで質問します。田辺市長は、26年前

の初質問において示した静岡市の理想像を

今も変わらずお持ちでしょうか。 

 次に、中項目、植物園の構想について伺

います。 

 静岡市は、市民１人当たりの都市公園面

積が他の政令市より下回っているのは周知

のとおりだと存じます。静岡市では、条例

で市民１人当たりの公園面積の標準を 10

平方メートルと定めているため、目標を達

成するためには、財政状況が厳しい中、今

後とも公園の整備を推進していく必要があ

ります。 

 さて、先ほども申し上げましたが、静岡

市では、大型クルーズ船の寄港により、大

勢の外国人観光客が訪れるチャンスが到来

しております。しかし、現状では、日の出

埠頭に到着後、そのまま観光バスに乗り込

み、清水港を素通りして市外へショッピン

グや観光に出てしまい、地元への経済波及

効果は限定的と言わざるを得ません。静岡

市内には世界に誇れる観光資源がたくさん

あるにもかかわらず、それが寄港の目的と

なっていないことにはもどかしさを感じて

おります。 

 ことしの６月、静岡観光コンベンション

協会にて、ＤＭＯ推進担当の片桐 優ＣＭ

Ｏにお会いして話を伺いました。近年の観

光スタイルが、観光地を見学し、お土産を

買って帰る、モノを楽しむ観光から、旅行

先ですばらしい経験や体験をし、感動を持

ち帰る、コトを楽しむ観光へと変化してい

るそうです。また、写真投稿型ＳＮＳ、イ

ンスタグラムで多くの「いいね」をもらう

ためのインスタ映えを目当てにする若者が

ふえているということです。 

 そこで私は、静岡市に新たな感動を生む

仕組みとして、植物園の設置を提案いたし

ます。静岡市には、1912年に興津のかんき

つ試験場にて育苗された興津寒桜の苗木が

米国ワシントンに贈られた歴史がありま

す。そして、現在も友情の桜として人々に

愛されています。こうした静岡市ならでは

の出来事を踏まえた上で、もしも外国人観

光客が自国の花木を異国の地、静岡市で見

ることができれば、それは大きな感動を生

むことになり、また、旅行先の選択肢とし

て候補地に挙がる要件となり得ることでし

ょう。 

 世界に目を向けてみますと、2003年に世

界遺産に登録されたイギリスの王立植物園

キューガーデンは、1759年に誕生して以

来、研究機関として、世界中から集められ

た植物が研究され、新種の発見など、貢献

してきた歴史があります。 

 一方、日本国内に目を向けてみますと、
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調布市の代表的な観光名所である東京都立

神代植物公園は、社会教育と野外レクリエ

ーションという双方の機能をあわせ持つ施

設として 1961年に開園しました。 

 また、はままつフラワーパークは、浜松

市制施行 60周年事業の一環として 1970年

に開園して、隣接する浜松市動物園と園内

でつながっております。 

 植物園の設置は、何も私が思いつきで言

い出したのではありません。静清合併前の

2000年には、県、両市、日本平観光組合な

どでつくる日本平県立自然公園運営協議会

がモニターバスツアーを実施した際、自然

植物園の整備を望む声があったそうです。

また、2013年には静岡市が東静岡駅前の市

有地の利活用に向けたアイデアを募集した

中で、植物園都市という案がありました。

花や木、茶畑が広がる大空間で人々に癒や

しを与えるというものです。 

 現在、静岡市においては、静岡市花と緑

のまちづくり協議会による緑化推進事業

や、市内を花いっぱいにする事業、そし

て、植樹・植栽・緑化事業が行われていま

す。 

 植物園は、都市の環境改善を図る都市緑

化の拠点であり、学術的な緑化指導、緑化

相談、緑化広報、催しを行うなど、都市緑

化を推進する上で重要な役割を担ってお

り、さまざまな設置効果があると考えられ

ます。 

 そして、2015年に静岡市で開催された第

56回全日本花いっぱい静岡大会のテーマで

ある、潤いと安らぎを享受できる、緑豊か

なまちづくりの推進を一過性にはせず、継

続していく必要があると考えます。 

 以上のことからも、第３次総合計画で提

唱する、住まう人が誇りと安らぎを感じ、

訪れる人が憧れを抱く魅力的で風格のある

世界水準の都市、世界に輝く静岡の実現に

向け、植物園は有効な施設であると考えら

れます。 

 具体的な設置場所についてですが、風光

明媚な日本平山麓、豊かな自然環境に恵ま

れた有度山周辺地区はいかがでしょうか。

中でも私は、駒越の果樹研究センター跡地

を推薦します。現在は建物が解体され、敷

地内 6.7ヘクタールは更地となっていま

す。キューガーデンの面積は 120ヘクター

ルですので、随分コンパクトになります

が、費用対効果上、十分候補地としてふさ

わしいと考えます。また、2014年９月 11

日、駒越地区連合自治会の役員が果樹研究

センターの跡地利用の要望で県庁を訪れた

際、防災機能を備えた公園の整備の要望

や、かんきつ類の樹木を生かしたフルーツ

パークの整備構想について意見交換がなさ

れたことからも、県庁の理解と協力が得ら

れやすいはずです。 

 現在、敷地内中央に、貞明皇后が昭和 21

年にお手植えされたミカンの木がぽつんと

植わっております。2019年にラグビーワー

ルドカップ、2020年に東京オリンピック・

パラリンピックを控え、また、ＭＩＣＥ等

誘致事業を推進する静岡市にとって、諸外

国から多数の賓客が訪れるチャンスはたく

さんあります。友好と平和のあかしとし

て、この場所にその国のかんきつなどを植

樹して、海の見える植物園として整備すれ

ば、真に国際海洋文化都市としてふわしい

都市に近づくことでしょう。 

 そこで、市民の憩いや観光に寄与する都

市緑化の拠点となる植物園について、２点

質問します。 

 他の政令指定都市における植物園の設置

状況は、どのようになっているのでしょう

か。 
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 そして、静岡市に植物園の整備を望むと

ころでありますが、その検討について静岡

市はどのように考えているか、お答えくだ

さい。 

 次に、大項目、新たな交流と活力を生み

出すまちについて伺います。 

 2017年２月、折戸湾の再開発に向けて、

民間主導により推進会議が整備プランをま

とめたとの新聞記事が掲載されました。浜

田川から折戸潮彩公園までの海岸線 1.5キ

ロ、13.5ヘクタールをウォーターフロント

として一体的に開発する整備プランであ

り、今後、４年後の事業着手を目指すとい

うことで、周辺市民の期待は非常に高いわ

けであります。 

 折戸湾は、旧清水市の時代より、さまざ

まな団体による利活用が検討されてきまし

た。中には、湾の水質を改善するために、

三保半島に運河を通し、外海とつなぎ、海

水を循環させるといった大胆なアイデアも

出されました。しかし、いずれの構想も、

地権者不在のまま議論がなされた結果、実

現には至りませんでした。 

 今回は、対象区域内の静岡市を除く地権

者全員が賛同しており、決して絵空事では

ありません。ある地権者は、建物の解体費

用は自己負担してもいいので、この計画を

早期実現させてほしいとまで話しておりま

す。 

 しかし、計画実現のためには高いハード

ルがあります。折戸湾は、港湾法第 38条

に基づく臨港地区に指定されており、その

中でも工業港区の分区に設定されているた

め、商業・飲食施設といった構造物の建物

が制限されます。そのため、港湾管理者で

ある静岡県による分区の見直し等が求めら

れます。また、静岡市においても、対象エ

リアには、上下水道局が管理する都市施設

である折戸ポンプ場が存在します。このプ

ランを早期実現させるためには、県と市に

は、再開発事業推進会議への参画と連携、

協力が必要不可欠であります。 

 折戸湾は、かつては田中孫七氏によりノ

リの養殖が行われ、三保ノリが栄えた歴史

があります。そして、カキの養殖や真珠の

養殖が行われ、人々の暮らしを支えてきま

した。その後は、輸入丸太を保管する水面

貯木場として利用され、働く湾として日本

の高度経済成長を支えてきました。現在

は、その役割を終え、一部を除いて未利用

となっております。 

 静岡市は、2017年に改訂された静岡市都

市計画マスタープランにおいて、折戸湾を

観光交流文化拠点として、興津、三保半島

と並べて、海浜緑地の整備や釣り、海水

浴、ウインドサーフィン、プレジャーボー

トといった海洋レクリエーションの拠点づ

くりによる、憩い、にぎわい創出と自然再

生を図ると記載しております。 

 静岡市は今後、折戸湾沿岸部開発事業化

推進会議に参加していく中で、どのように

かかわっていくのか。 

 折戸湾は、清水区のウォーターフロント

エリアにおけるにぎわい創出の重要な構成

要素として、三保地区、日の出地区、江尻

地区、興津地区と同様の位置づけのもと、

当再開発を本気で支えていく決意が必要で

あると考えます。 

 そこで伺います。静岡市は、清水のまち

づくりにおける折戸湾周辺の特色や可能性

をどう認識し、民間で検討が進められてい

る折戸湾再開発については、今後、どのよ

うにかかわっていくのか、お答えくださ

い。 

 以上、１回目の質問を終わります。 
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66◯市長（田辺信宏君） 私からは、世界

に輝く静岡の実現についてのうち、市長の

理想とする都市像、26年前、市議会で私が

初質問した理想は、今も変わらず持ってい

るのかという質問にお答えいたします。 

 期せずして堀議員からこの質問通告をい

ただき、私は、市長室の書棚でほこりをか

ぶっていた当時の議事録をひもといてみま

した。甘酸っぱい、面映ゆいような気持ち

に包まれましたけれども、しかしながら、

そのときの思いが鮮やかによみがえってま

いりました。まさに初心忘るべからずであ

ります。 

 ちなみに、当時、この議場にいらっしゃ

って、今なお現役で御活躍をされている議

員は、わずか４人であります。当時、副議

長を務めておられた伊東稔浩議員、私と初

当選同期の安竹信男議員、そして、曲がっ

たキュウリが合言葉の松谷 清議員、そし

て鈴木和彦議員であります。 

 当時の原稿が私の手元にコピーしてあり

ますので、少し引用します。平成３年９月

30日午後３時 16分登壇とあります。私が

30歳になったばかりでありました。 

 「私は常々、若い世代の特権は現状の体

制に異議申し立てできることだと考えてお

ります。天野市長の就任以来４年間、確か

に何か静岡も変わってきたな、元気になっ

てきたなと評価する声は、多くの方々と接

する中で私自身も感じてまいりました。」

「しかし、だからといって私たち若手が現

状に甘んじて満足してしまったら、もう次

の時代の社会の進歩はとまってしまいま

す。」「現状が 70点ならば 80点、90点の

静岡市の姿があるじゃないか、現状が 30

点ならば頑張って 50点、70点にしていこ

うじゃないかと提言し続けることが私たち

若手新人議員の特権であり、また責任であ

ると信じています。 

 事実、まだまだ静岡市にはやらなければ

ならないことがたくさんございます。」

「静清バイパスはいまだ全面開通せず、幹

線道路の慢性的な渋滞はそのままになって

いる。駅前広場は北口は県都としての風格

が感じられず、南口に至っては、お話にな

らないほど貧相。一方、お年寄りや障害者

に配慮した施策もまだまだ不十分。環境問

題への取り組みはほとんど手つかずに近い

水準。このままの静岡市でいいじゃないか

とは、とても言える状況ではありませ

ん。」「今の静岡市には、市民と行政がか

んかんがくがく議論ができる大きな目標が

必要です。」 

 「21世紀を目前にして、世界の中の日本

を考えるとき、中央集権から地方分権へと

シフトさせ、民主主義の成熟、真の地方自

治の確立を目指していく方向は、もはや議

論の段階を過ぎ、断固実行あるのみで

す。」 

 そこで「第１に、現在の静岡には活性化

のための大きな目標が必要なこと、第２

に、広い視野から見て日本の地方分権化は

不可欠なこと、この２点により、静岡は理

想の地方自治制度実現の一里塚として、政

令指定都市化に向けて積極的に取り組んで

いくべきだと考えます。」が、市長、いか

がでしょうかと、こういう質問でありまし

た。 

 そして３回目に、意見・要望を最後に述

べる登壇をしたときに、先ほど議員から御

紹介いただいたフレーズがあります。 

 「大切なことは、静岡が目指すべき政令

指定都市は、決してミニ東京化の方向であ

ってはならないということです。」世界を

意識した「独自のビジョンを持ったまちづ

くりをするべきだということです。」「将
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来の静岡の政令指定都市は、大都市の活力

とにぎやかさにあふれ、経済的に勢いがあ

る一方、山、川、海に囲まれた、すばらし

い自然環境を保全した、いわば文明と自然

が完全に調和した、そんな都市にしていき

たいのです。 

 「どうか天野市長を初め当局の皆様方

も、21世紀の理想の静岡の実現の第一歩の

ために、あらゆる努力を傾注して、政令指

定都市の実現を目指していただければと念

願しております。私自身も、今後の政令指

定都市化にこだわりを続けた議員活動をし

てまいりたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。」と

結ばれております。 

 質問が終わった後、答弁を作成してくだ

さった幹部職員の方、もうお亡くなりにな

りましたが、声をかけてくれました。開口

一番、若いっていいね、夢があって。頑張

りなさいということでありましたが、一方

で、そんな簡単なことではないよと。私よ

りよっぽど知識もあり、専門情報もあった

その方は、だからこそ、20年、30年、清

水、静岡の合併議論もままならないのに、

その先にある政令指定都市、夢のまた夢物

語であるというニュアンスが含まれて、当

時の幹部職員はみんなそう思っていたので

はないかと思います。 

 しかし、それから 14年後、静岡市は政

令指定都市になりました。この間には、さ

まざまなハードルがありました。その前提

となる静清合併、私自身、それにこだわる

活動をしていますが、その中で出会った、

先ほど質問された風間重樹議員、当時はま

だ議員ではありませんでしたが、住民発議

を牽引した。当時は行政も経済界も合併に

ついて全く逡巡をしていたときに、市民パ

ワーで住民発議をやり、そして、それが１

つの起爆剤になって、合併協議会が編成さ

れ、静清合併し、そして今があります。当

時の風間議員の行動力に今でも敬意を表し

ております。そうしてこの政令指定都市に

なったという事実を私は今、振り返ってお

ります。 

 一方、当時、私は、自民党議員団の中で

戦後生まれの会というグループに属してお

りました。そのリーダーが鈴木和彦議員で

ありました。ほどなくして、保守改革とい

うことを標榜する当時の細川護熙前熊本県

知事が立ち上がった日本新党の動きがあ

り、私はいても立ってもいられませんでし

た。そして、鈴木議員に対して、当時、新

自由クラブから自民党に入っていた片山 

卓議員、亡くなられましたけれども、とと

もに、鈴木会長、新党に行きましょうよ

と、一緒にやりましょうよとけしかけたこ

とを鮮やかに覚えております。 

 しかし、そのときの鈴木議員の答えは、

田辺、おまえの気持ちはわかる。しかし、

ちょっと待てと。じっともう少し様子を見

定めようという答えでありました。 

 結果、1992年に発足をした日本新党でし

たが、その２年後の 94年には解党を余儀

なくされました。もし私があのとき東京の

仲間に誘われ新党に行っていたら、私の人

生は全く違ったものになっていたでしょ

う。 

 やるときはやるという熱き心と、しか

し、事態を冷静に見なければいけないとい

う頭、いわばホットハートとクールヘッド

をどう両立させるか、それが難しいところ

であります。私は、アクセルとブレーキ、

ふかすときにはふかす、しかし、ブレーキ

を踏むときはブレーキを踏むと、このバラ

ンスというものが政治家にとってとても大

事だということをこの 26年間で学んでま
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いりました。 

 余談ながら、そういう私ですが、その 10

年後には、アクセルをふかし過ぎて大事故

を起こしました。御迷惑をおかけいたしま

した。 

 堀議員が植物園の提案をされました。大

変おもしろいアイデアだと受けとめまし

た。しかし、それもそう簡単なことではあ

りません。午前中の議論で尾崎剛司議員

が、長年取り組んできたワンテーマで公園

行政の新しい考え方を当局から引き出しま

した。一朝一夕にはいかないけれども、そ

して、世の中には次から次へと興味深い問

題や、やらなければいけない課題というも

のが生まれてきますが、それに目移りする

ことなく、１つのテーマを一生かけて貫い

ていくという自分の役割、自分の天命とい

うものを十分自覚して、しっかり地域に根

をおろして活動することが大事だと私は学

んできました。５年、10年かけて、ぜひ植

物園の構想を実現に向けて取り組んでいた

だきたいということをお願いいたします。 

 最後に、先ほどの 26年前の原稿の引用

は、こんなふうにも言っております。 

 新しい事業は、無理と決めつけた瞬間か

らその実現の道は閉ざされてしまいます。

私たちならできる、静岡市ならできると思

うところから全ては始まりますということ

であります。 

 ぜひ堀議員の今後の活躍に深甚なるエー

ルを送って、私の答弁を閉めさせていただ

きます。 

 私も、26年前の初心を忘れることなく、

質問にありましたとおり、この政令指定都

市という器の中で、世界スペックの、世界

水準の、世界に輝く静岡市の実現に邁進し

てまいります。 

 以下は局長から答弁させます。 

67◯都市局長（大滝茂雄君） 私からは、

植物園の構想についての２つの御質問にお

答えいたします。 

 初めに、政令指定都市における植物園の

設置状況ですが、議員御質問の、市民の憩

いや観光に寄与する都市緑化の拠点となる

植物園は、本市以外の全ての政令指定都市

で、府や県または市により設置されている

状況でございます。 

 内訳は、本市以外の政令指定都市 19市

中、市が設置主体となる植物園を有する都

市は 15市、府や県が設置主体である植物

園は、京都府立植物園や新潟県立植物園な

ど４市に設置されております。各政令指定

都市に設置された植物園は、利用者に広く

開放された公園的な観光施設として、娯楽

や憩いの色合いの濃いものが主流で、多く

は都市公園として開設されており、市民の

緑への意識の醸成、園芸知識・技術の向上

を図るための都市緑化の拠点としても活用

されております。 

 次に、植物園の整備の検討についてでご

ざいます。 

 本市は、海、山、川の豊かな自然に恵ま

れた緑豊かな都市であり、市民の皆さんの

背景としての自然の緑に対する満足度は高

いものがあります。一方、憩いやレクリエ

ーション、運動などの場となる身近な緑と

しての都市公園は不足しているため、これ

まで公園整備に重点を置き、取り組んでま

いりました。 

 かつては、徳川家康公が大御所時代に、

縁起のよい植物としてオモトを愛し、その

後、大名から庶民までが楽しめる園芸文化

が花開いたことや、久能山東照宮の社殿に

オモトの彫刻が飾られるなど、古くから園

芸の歴史がございます。 

 現在は、バラや洋ランなど全国有数の花
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卉生産地であることや、議員に御案内いた

だきましたが、354に上る地域の花壇づく

り団体による花いっぱい運動が盛んなこ

と、花と緑のまちづくり協議会が春、秋に

開催する園芸市には、毎回１万人以上の来

場者があることなど、市民の植物への関心

の深い土地柄でございます。 

 これまでに本市が実施した緑に関する市

民アンケートやニーズ把握のワークショッ

プでは、都市公園のさらなる整備を望む御

意見のほか、植物園を望む声もいただいて

おります。 

 具体的には、観賞価値の高い美しい植物

や希少な植物がテーマに沿って展示された

ものを望む御意見、美しい花々と新緑や紅

葉の木々の中を散策できる公園的なものを

望む御意見などをいただきました。 

 このような植物園は、姉妹都市、友好都

市などの国内外の賓客をお迎えした際の記

念植樹の場として活用することにより、日

本中、世界中の樹木や花々が観賞できる公

園ともなり得るものと想定しております。 

 本市では、静岡市みどりの基本計画にお

いて、緑にかかわる情報の受信・発信・蓄

積と市民の緑化知識・技術の向上の活動拠

点施設として、仮称みどりの相談プラザの

構想を掲げており、植物園はその実現方策

の選択肢の１つと考えております。 

 今後は、魅力的で風格のある都市、世界

に輝く静岡実現のため、本市にふさわしい

植物園のあり方を、みどりの基本計画の改

訂にあわせ、調査研究してまいります。 

68◯企画局長（松永秀昭君） 新たな交流

と活力を生み出すまちについてのうち、折

戸湾につきましての御質問にお答えいたし

ます。 

 折戸湾周辺についての市の認識と、民間

で進められている折戸湾再開発検討に対す

る市の今後のかかわりについてですが、清

水港周辺について、まちづくりの視点から

俯瞰しますと、駅前で海の幸を楽しめる江

尻地区、客船やイベントでにぎわう日の出

地区、自然やレクリエーションが楽しめる

三保地区、海浜を再生し、海釣り公園など

のレジャーを生み出す興津地区など、多彩

な特色を持った地区がコンパクトにまとま

っており、今後、港全体が、楽しむ港とし

て国内外から人々を引きつける大きな潜在

的な可能性を持っております。 

 議員がお尋ねの折戸湾周辺地区も、これ

らの地区と同様、清水港の魅力を高める上

で、大きな可能性を秘めた地区の１つであ

ると考えております。 

 特にこの地区は、富士山を正面に望む美

しい水辺という場の魅力に加え、周辺の清

水都心、三保、久能山、日本平などとつな

がる利便性の高い立地特性といった点で、

他の地区にない強みを持っていると認識し

ております。 

 議員から御紹介がありました、折戸湾の

再開発に向けた整備プランでは、折戸湾の

豊かな景観や水辺の魅力といったポテンシ

ャルを最大限に活用して、インバウンドの

集客や、健康・滞在型リゾートなどの民間

投資を呼び込んでいくという方向性がまと

められ、今後も、民間が主導し、市場調査

や事業手法の検討を進めていくこととして

おります。 

 今後、プランに示されたような開発を具

現化していくには、民間投資などの開発機

運の高まりに加え、港湾関連の土地利用規

制の変更などの課題の解決が必要になると

考えられます。 

 本市としましては、既に 28年度から、

清水港にかかわる国、県の機関とともに、

民間で設置された検討の場に参加してお
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り、今後も民間主導の開発検討の進展を見

きわめながら、必要に応じて、周辺まちづ

くりとの整合や交通アクセス、観光回遊な

ど、行政として開発の効果を高めるための

対応を検討していきたいと考えておりま

す。 

  〔７番堀  努君登壇〕 

69◯７番（堀  努君） 市長には力強い

御答弁をいただきました。 

 それでは次に、中項目、道の駅について

伺います。 

 静岡市には、オクシズを中心に静岡市道

路休憩施設が 20カ所あります。これは、

道路利用者に観光トイレや駐車場といった

休憩場所を提供することによって、利用者

の快適な道路利用を支援し、交通事故や違

法駐車を防止することを目的として設置さ

れております。また、既存の観光・地域振

興施設と連携、連動することで、道路利用

者と地域住民との新たな交流の場が創出さ

れるといった効果もあります。広大な市域

のうち、中山間地域が約８割を占める静岡

市の道路事情を考慮して設置されるもので

あり、道の駅の補完的役割を担うものとし

て大変評価されるものであります。 

 しかし、道路休憩施設には限界がありま

す。例えば 24時間利用可能な施設である

必要はなく、年中無休の運営形態は求めら

れておりません。また、利用者が求める機

能は、新たに新設するのではなく、近接す

る施設が相互補完することで対応すること

になっております。 

 一方で、地方創生の拠点として地域の個

性を発揮している道の駅が、全国的に注目

を集めて久しいわけであります。1993年か

らスタートした道の駅は、2017年４月現

在、全国に 1,117駅を数えるまでにふえて

おり、静岡県内には 24カ所設置されてい

ます。 

 道の駅にはさまざまな役割が期待できま

す。例えば、2015年に国土交通省により重

点道の駅に指定された、三重県大台町にあ

る道の駅奥伊勢おおだいでは、道の駅が地

域の高齢な生産者の支援を行っています。

具体的には、道の駅が農産物の集荷に回る

ことや、道の駅直営農場による供給補填や

生産技術向上に対応しています。また、愛

知県豊田市にある道の駅どんぐりの里いな

ぶでは、道の駅が交流人口増加促進に寄与

しております。具体的には、山里、調理、

農業の体験プログラムを実施しておりま

す。 

 静岡市においても、人口減少が進む中、

地域活性化の起爆剤にしたいという願いか

ら、設置を望む声が駒越や蒲原、庵原など

から聞こえております。道の駅は、産業振

興、地域福祉、交通結節点としての交通サ

ービスの提供、防災機能、観光総合窓口、

インバウンド観光促進、地方移住促進、地

域間交流連携促進といったさまざまな効果

を持たせることができます。静岡市におい

ても、道路休憩施設から一歩踏み出し、市

内に１カ所しかない道の駅を今後戦略的に

ふやしていく必要があるのではないでしょ

うか。 

 そこで質問します。静岡市は、道の駅に

ついてどのように考えているかお聞かせく

ださい。 

 次に、大項目、災害に強く安心・安全に

暮らせるまちについて伺います。 

 初めに、中項目、地震津波対策について

伺います。 

 静岡市は、静岡市地域防災計画策定のも

と、現時点で想定し得る最大クラスの津波

に対し、５分、500メートルで避難できる

地域づくりを目標に避難対策を講じていま
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す。 

 具体的に静岡市が行った対策の中で、民

間の協力を得て津波避難場所を整備した事

例があります。2016年、三保地区に民間企

業からの用地の無償譲渡を得て、静岡市初

となる津波避難用人工高台、命山が完成し

ました。また、津波避難タワー建設用地取

得が難しい不二見地区の村松周辺に対し

て、日立ジョンソンコントロールズ空調の

工場敷地内に避難するための連絡橋を今年

度中に整備する予定となっております。あ

るいは、民間施設を活用した津波避難ビル

の指定、整備をするための外づけ階段設置

費や屋外フェンス設置費などに対する補助

をすることで、空白エリア解消に努めてい

ます。そのような官民連携の取り組みは、

評価できるものであります。 

 静岡市を津波に強い都市にするために

は、多重的な防災対策が必要です。津波被

害を確実に軽減するために、静岡県に対し

ても、静岡市の都市ビジョンと整合性のと

れた防潮堤の早期整備、河川改修を訴えて

いかなければなりません。 

 また、まち全体を津波や地震に強い構造

に変えていくことが求められます。例え

ば、建物倒壊により道がふさがれることの

ないよう、倒壊のおそれのある古い木造家

屋やブロック塀の耐震補強を継続して促し

ていかなければなりません。 

 加えて、確実かつ迅速に避難できる体制

づくりとして、津波到達時間が極めて短い

地域については、津波避難施設のより一層

の充実が求められます。それは、単に物理

的な環境を整えるだけではなく、なるべく

津波に向かって避難することのないよう配

慮したものでなければなりません。 

 さらには、ハード面での整備はもちろん

のこと、防災訓練や啓蒙活動といったソフ

ト面での取り組みも欠かすことができませ

ん。 

 以上はほんの一例にすぎません。このほ

かにも取り組むべきことは数多くありま

す。しかし、安心・安全な暮らしとにぎわ

い、活力が両立するまちづくりを実現する

ためには、必ず取り組まなければなりませ

ん。 

 そこで質問します。津波からの避難が困

難な区域の解消に向けて、折戸湾周辺地域

の取り組みと、今後の進め方についてどの

ように考えているのか、お答えください。 

 我々は、東日本大震災の映像が今でも鮮

明に残っており、沿岸部における津波に対

する不安を抱えております。ただし、必要

以上に恐れることのないよう、我々は冷静

な判断と正しい知識を持つことが重要で

す。そして、いつ来てもきちんと対応でき

るような体制づくりが必要です。 

 東日本大震災で大きな被害を出した気仙

沼市は、都市計画マスタープランにおいて

「海と生きる」を表紙に掲げています。こ

れは、気仙沼市の震災復興計画策定に当た

り、市民公募によって選ばれた副題です。

以下、市民委員会による説明文を紹介しま

す。 

 「先人たちはこれまで何度も津波に襲わ

れても、海の可能性を信じて再起を果たし

てきた。人智の及ばぬ壮大な力としながら

も、海を敵視せず、積極的にかかわり合っ

て暮らしてきた。それは単に「海で」生活

していたのではなく、人間は自然の一部で

あることを経験的に体得し、対等の関係を

築いて、「海と」生活していたとも言え

る。その態度が、自然観や運命観、ひいて

は死生観となった。気仙沼の観念は海にあ

る。いまを生きる世代が再び海の可能性を

信じ、復興をなしとげることが犠牲者への
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供養となり、次世代への希望となろう。理

念を超えた観念をメッセージ化したもの

が、「海と生きる」である。」 

 清水区も気仙沼市と同様に、港を中心

に、海とともに発展してきた都市でありま

す。そして、これからの清水区の発展は、

東日本大震災の教訓を生かしつつも、悲惨

なイメージに引きずられることなく、海の

可能性を信じて、誰もが豊かな海の恵みを

享受できる国際海洋文化都市を達成せねば

なし得ません。そのためには、市民の理解

が必要不可欠です。 

 そこで質問します。沿岸部での津波に対

する不安を解消するため、静岡市が考える

対策はどのようなものか、お答えくださ

い。 

 最後に、中項目、防災・減災について伺

います。 

 災害による被害を最小限にとどめるため

には、災害に関する重要な情報が、一層確

実かつ迅速に市民に届くことが求められま

す。かつて、行政が防災情報を伝える手段

は同報無線でした。しかし、同報無線は、

設置されてから 40年以上が経過し、老朽

化や住環境の変化によって、情報伝達手段

として十分に機能を果たしているとは言え

ない状況にあります。また、台風やゲリラ

豪雨による雨音で音声がかき消されてしま

うという根本的な問題があります。 

 別の情報伝達手段として固定電話やテレ

ビがあります。デメリットは、大規模災害

時に固定電話は混線によりつながらなくな

り、テレビは停電により使えなくなるおそ

れがあります。比較的新しい情報伝達手段

である携帯電話やインターネットは、高齢

者に対しては、デジタルディバイド、いわ

ゆる情報格差の問題が生じています。ま

た、過去の大規模災害において、災害情報

を入手する手段としてラジオが大変有効で

あることが報告されています。 

 そのため、静岡市は 2015年に緊急情報

防災ラジオを２万台販売しました。デメリ

ットは、コミュニティーＦＭ放送の電波を

利用するため、中山間地などは、受信困難

な区域があるということです。 

 以上、情報伝達手段には一長一短があり

ます。このことを踏まえて静岡市は、既存

の情報伝達手段を最大限活用し、そして、

ＩＣＴ機器を活用したＩｏＴによる新たな

情報伝達手段を導入することで、市民に対

し多重的に災害情報を伝達することによっ

て、重要な情報が同じ人に複数回届くこと

があっても、一回も届かないことがないよ

う、必要な情報伝達基盤を整備し、有効利

用していくことが求められます。 

 そこで質問します。市民が迅速・確実に

災害情報を入手できる体制が静岡市には整

っていますか、お答えください。 

 以上、２回目の質問を終わります。 

70◯建設局長（伊東正高君） 道の駅につ

いての御質問について、お答えいたしま

す。 

 道の駅は、これまでの休憩や物販を中心

とした施設から、地域の創意工夫により、

防災、観光、農林水産、福祉などの課題に

対応する地域活性化の拠点として利用価値

が高まってきています。 

 また、市内では、中部横断自動車道や国

道１号静清バイパスの整備が着々と進み、

交流人口を支える交通基盤が充実してきて

います。 

 このような社会情勢をチャンスと捉え、

人口減少などのさまざまな課題を抱えてい

る本市におきましても、交流人口の拡大や

景観、歴史、食材など、地元の個性を発揮

する要素を持つ道の駅を地域の活力を高め
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る手段として検討する必要があると考えて

おります。 

 そこで、本市の課題や特性を踏まえ、ど

のような道の駅が地域活性化に有効なの

か、本年度、業務委託を実施し、先進事例

の調査、必要な機能、設置候補エリア、官

民連携の整備手法などについて検討してい

きたいと考えております。 

71◯危機管理統括監（荻野敏彦君） 大項

目、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

についての３つの御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、折戸湾周辺地域における、津波か

らの避難が困難な区域の解消に向けた取り

組みと、今後の進め方についてですが、折

戸湾周辺の地域は、清水港に押し寄せた津

波による浸水が想定されております。この

ため、三保・折戸地区のこれまで防潮堤が

なかった区間を中心に、静岡県による防潮

堤の整備が進められており、これが完成す

れば、想定される最大の津波においても減

災効果が期待されております。 

 本市が実施しております津波避難対策で

は、議員がお住まいの駒越地区では、津波

避難に適した建物が多くあることから、津

波避難ビルの指定を進めてまいりました。 

 三保・折戸地区は、津波避難に適した建

物が少ないため、津波避難タワーや命山の

整備をしてまいりました。 

 不二見地区では、先ほど御紹介をいただ

きましたけれども、津波避難タワー建設用

地の確保が困難で、河川によって、浸水区

域外への避難が難しくなっている地域があ

ります。浸水区域外の企業の御協力をいた

だくことにより、避難路となる橋を整備す

る計画を進めております。 

 また、これらの避難施設や誘導経路の案

内表示、照明の設置などの対策もあわせて

実施し、避難が困難な区域の解消に努めて

きたところです。 

 今後の進め方についてでございますが、

津波避難タワー等の建設は完了する見通し

であり、避難対策としては、津波避難ビル

の指定をさらに推進してまいります。津波

避難ビルの指定については、これまでに

も、本市の津波避難ビル補助事業を活用

し、屋外に避難階段を新設したり、暗がり

でも避難できるよう、照明を内蔵した手す

りを設置することによって、津波避難ビル

の指定を受けていただいたケースがあるこ

とから、補助事業の積極的なＰＲととも

に、建物所有者への働きかけを進めてまい

ります。 

 次に、沿岸部での津波に対する不安を解

消するための対策についてでございます

が、静岡県が発表した第４次地震被害想定

は、最大クラスの地震・津波の被害を想定

したものであり、これをもとに作成し、市

民の皆さんに配布しました津波ハザードマ

ップに示された災害の危険性も、想定され

る最大のものであるという認識を正しく持

っていただくことが重要だと考えておりま

す。 

 また、市民の皆さんの記憶にある東日本

大震災の津波が、本市で想定される津波と

は異なることも正しく理解していただく必

要がございます。例えば、津波の破壊力と

なる流れの速さも、三保半島に守られた清

水港周辺では比較的緩やかであると想定さ

れていることから、浸水が浅い地域では、

耐震化された住宅であれば、上の階に上が

ることも避難の選択肢となることなど、具

体的な例を挙げてわかりやすく説明する必

要があります。 

 これまでも、地震・津波について正しく

知っていただくための市政出前講座を、自
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主防災会、自治会などを中心に実施してき

たところですが、役員の方や防災に強い関

心のある方など、参加者が固定化する傾向

があるため、今年度は、ＰＴＡなど子育て

世代に向けた講座も予定しております。今

後も、より多くの方に参加していただける

ような講座の開催方法等について検討して

まいります。 

 最後に、市民が迅速・確実に災害情報を

入手できる体制についてでございますが、

災害が発生したとき、または発生のおそれ

があるときに、できるだけ多くの方に迅速

かつ確実に情報をお伝えするため、同報無

線及び、この放送内容を確認できる電話案

内サービス、あらかじめ登録した方に防災

情報をお伝えする静岡市防災メール、地域

にいる方の携帯端末へ自動配信する緊急速

報メール、そして、御質問の中にもありま

した緊急情報防災ラジオなど、さまざまな

情報ツールを活用しております。 

 また、避難勧告など避難に関する情報を

発表している地域へ、避難所の開設状況に

ついては、国の災害情報共有システム、Ｌ

アラートを介して、テレビやラジオから市

民の皆さんに情報を提供する体制を整えて

おります。 

  〔７番堀  努君登壇〕 

72◯７番（堀  努君） ３回目は、意

見・要望です。 

 まずは、田辺市長に対してです。 

 田辺市長には、決して順風満帆とは言え

なかった 26年間の政治家としての歩みの

中、これからもいばらの道を歩んでいただ

かなければなりません。ある方は、首長と

は孤独であると言いましたが、私もそう思

います。田辺市長には、引き続き、世界に

輝く静岡の実現を目指して取り組んでいた

だくことを要望します。 

 植物園の構想につきまして、次に、花が

咲くような種を今のうちに植えておくため

に、まずは、賓客が訪れた際に記念植樹を

可能とする場所の選定とその仕組みづくり

に取り組んでいただくよう要望します。 

 折戸湾再開発は、民間主導による、市内

に例のない大規模なウォーターフロント再

開発です。静岡市には、都市経営のスペシ

ャリストの立場から、責任ある立場を担

い、公民連携の先進事例として成果を上げ

ていただくことを切に要望いたします。 

 道の駅につきましては、国土交通省は、

地方創生を具体的に実現していくための極

めて有力な手段であると発表しておりま

す。ぜひ、静岡市には、道の駅整備のガイ

ドラインを早急に作成するよう要望しま

す。 

 大項目、災害に強く安心・安全に暮らせ

るまちについて、一括して要望します。 

 先月、南海トラフ沿いの防災対応を検討

してきた国の作業部会によると、東海地震

の直前予知は困難であると結論づけまし

た。これを踏まえ静岡市は、津波防災地域

づくり推進計画の早期達成に向けて、職員

一丸となって取り組んでいただくよう要望

いたします。 

 以上を持ちまして私の総括質問を終了し

ます。ありがとうございました。 

 


